
 

 

横浜市からのお知らせです 

横浜市に住む大学生の皆さまへ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 10 月１日に、５年に一度の国勢調査が実施されます。 

この調査は、日本に住んでいるすべての人・世帯が対象となる調査であり、 

住民票の住所に関係なく、実際の居住地において調査を行います。 

スマートフォンやパソコンからインターネットで回答できます。 

９月中旬から調査書類が届きますので、ご回答よろしくお願いします。 

 

◆国勢調査のスケジュールや回答方法などの情報については、インターネットを通じて

提供しています。 

【横浜市】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/tokei-chosa/portal/kokucho/ 

 

 

【総務省統計局】 

https://www.kokusei2020.go.jp/  

 

 

お問い合わせ先 

横浜市政策局統計情報課（横浜市中区本町 6-50-10） 

ＴＥＬ：０４５－６７１－４２０７   E-mail：ss-chosa@city.yokohama.jp 

 

国勢調査 横浜市 検索 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/tokei-chosa/portal/kokucho/
https://www.kokusei2020.go.jp/


 

 

大学生のための国勢調査よくある質問 

Ｑ１ 国勢調査に回答しないと、どうなるの？ 

Ａ１ 国勢調査は日本に住む全ての人を対象とした調査であり、調査対象である人が１

人でも欠けてしまうと正しい統計になりません。そのため、統計法という法律で

回答が義務づけられています。 

調査の結果は、地域の街づくりや防災計画など行政施策の資

料として役立てられるだけでなく、大学や研究機関において

も人口学・社会学・経済学など社会経済の実態や動向に関す

る研究に広く利用されています。 

統計が不正確ですと、現実を正しく判断できず、結論を誤った方向に導いてしま

うことになり、皆さんの生活や研究にも影響が出ることになります。 

Ｑ２ 留学生でも、回答しないといけないの？ 

Ａ２ 国勢調査は日本に住む全ての人が対象となるため、国籍にか

かわらず、令和２年（2020 年）10 月１日に住んでいる場所

で調査します。 

 

Ｑ３ 自分が確実に調査されるには、どうすればよいの？ 

Ａ３ 国勢調査は、基準日である 10 月 1 日前後で、ふだん

（長く）住んでいる場所で調査します。 

●実家（親元）から通っている人は、実家の世帯に自分

が含まれていることを確認してください。 

●下宿など、ふだん実家（親元）から離れて生活してい

る人は、学校が休みで帰省中であっても、ふだん住ん

でいる場所（下宿先など）で調査します。 

●学生寮で共同生活している人は、寮全体で一つの世帯として、寮に住む全員を

まとめて調査しますので、寮として提出する調査票に記入してください。 

Ｑ４ どうやってインターネットで回答するの？ 

Ａ４ ９月 14 日(月)からインターネット回答に必要なＩＤ・アクセス

キーが入った書類が郵便受けに配布されます。それを用いて、

回答サイトにログインし、10 月７日（水）までに回答してくだ

さい。 

 

 


